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20世紀初頭における中国の鉄道資本
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はじめに

20世紀初頭の中国では，帝国主義諸国の支配下におか

れていた鉱山の採掘権，鉄道の敷設権等にかかわる利権

の回収速動が，全国的にすすめられた。鉄道利権の回収

運動については，これまで，四川省の保路運動を中心に，

主要には，辛亥革命との関連で，その運動過程，および

運動の担い手が研究の対象とされてきた。こうしに視点

からの利権［了1]収運動研究が，重要であることはまちがい

ない。

だが，鉄道利権の回収運動を研究する場合，鉄道の国

有化，外国借款の導入という清朝政権の基本的な鉄道政

策に，いかなる勢力がどのような反対運動を展開したか

という面たけでなく，清朝による立憲政体採用への準備

として省議会的な形態をもって，各省に開設された諮議

局や，鉄道会社が中心になって，主体的に鉄道の自営を

実現するために，いかにして民間から鉄道資本の募集を

おこなうてし、 -Iたのかという面も軽視してはならない。

これまでの研究では，清朝政権の鉄道政策に対して，反

対運動をすすめた側が有していた，鉄道制度導入につい

ての認識に関する，また，民間からの鉄道資本の募集に

関する間題に/)いては，あまり詳細に分析されることが

なかったように思う（注 l)。

そこで，鉄道政策をめくる問題については，別に検討

する予定なので，ここでは鉄道資本の問題を中心にとり

あげてみたいと思う。より具体的には，民間からの鉄道

資本募集の実態と，集められた資本の内容について考え

てみたい注2)。

利権回収運動過程中における鉄道没本について研究す

ることは，一般的に，当時の中国の経済発展について明

らかにすることにもつながるが，直接的には，清朝政権

の鉄道政策への反対運動のあり方を規定した，運動の担

い手の主体的な条件を明らかにするうえで重要である。

なお，鉄道資本に関する問題を考えるにあたって，こ

こでは，広東，湖南，湖北の三省を結ぶ齊漢鉄道利権の

回収運動過程中における，湖南省の場合を中心にとりあ

けた。湖南省にしば，）たのは，まとめるうえでの使宜の

ためだけからではない。利権回収運動のあり方との関連

で，鉄道資本について研究する場合，問題を個別的に取

り扱ったほうがよいと考えたからである。当時の鉄道敷

設市粟は，各省それぞれに鉄道全社を投立してすすめら

れたのが実状である。蒋漢鉄道についていえば，湖北、

湖南，広東それぞれに鉄道会社を設立し，それぞれの省

内で鉄道資本を募集し，それぞれの省内線を敷設しよう

としたのである。

（注 1) 外迅や鉱山を中心｝ご， 2（）世紀初頭の全1±1的

り+ll権回収連動いり引用過程，．I柑動い担い手の変化1、./) 

いて研究したものに，堀川哲男「辛亥革命前の利権回

収運動」 （『東洋史研究』 21巻 2号 1962年）があ

る。鉄道利権の回収運動については，最も激しい行動

形態をとっ t1/lJJII行に関する研究力もく， しかも籾

： ：，辛亥革命ど］）関連で，運，fい）｛1!い手，指導勢｝］か

主に分析されてきたわけてあるが，最近の四）1|保格運

動に関する研究である， i内川正大「辛亥札命と民衆運

!Ii)）一―_四JII保路運動と名｛老会―--」 （野沢豊•田中止

俊編『講座叩！J近現代史』第二在 東京大学出 1i)＇、よ

1978年）も，パ)し：り同様な視、9、'',、からり；研究である c }・

だ，会党ー一＿寄老会一―ーの役割を積極的にとりあげよ

うとしているのが特徴的である。

19世紀末から20但紀初頭に力けて i))，清朝政権いik

之加］，盛宜恢とし、った官僚の鉄逍政策については，放

＇゚
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Ⅰ　鉄道会社の設立
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t距 9'^｝、「伊1り製鉄’祈 T) 設立発展}-鉄．心間む一•—沖末 は，鉄路総公司がまったく官僚の規制下にあり，民間か

: : t；ける鉄．lも1旦，h此第 9'〉背界 ・・」（i可言『小1.r-l近化Tー らの資本参加が得られず，かといって，賠償金の支払い

店史の研究J 第5か り豆乍史研究全 1961 ;I)，中村 にしばられた当時の清朝政権には，国家の財政支廿1に，K

裟「fII太政沿［官乍資本 盛‘青袂（．）役閉をめ・：って って鉄道の敷設を実現することができなかったことであ

」 （東か、教百．I学｀了ノ・ア史研究公和『中国虹1Uじ る。もう一つは，鉄道制度の淋入を軍事的，政治的意義

打土叫し直．ii；，乳’̀lり大；△文 'j囁，斗直史研究，;:j'1/ア からとらえており，鉄逝の敷設を民間にまかせることを

史研究土 1960打1所収‘)f、とカゲ凹べれろへさ（｝ろ 咆まなかったことである。もちろん，張之洞や盛官懐が，

う。なわ，中村氏り論文口，そい他い［関汎論文を合め 鉄道の敷設を液阻製鉄所の維持と密接に関連づけていた

て再墜坪し，また武呂起義後］．，紛't 、 1.'（懐，• 11!,!; ぎを 11;本と ことも，外国からの借款によって急いで鉄道を敷設し，l:

］）関辿て円ぎおろ［た部分を加えて，最辺flj釘された うとした動機になっていた。

同氏 J1芸富てある『ぷ亥iし命史砧究』（末来ti 1979打） 外国からの借款による鉄迅敷設という，清朝政権の鉄

，―-，請論 1「泊末政治と汗務節」としてt‘ さめ f，れて 道政策をめぐって，外国列強の激しい利権争秤が展開さ

いる。 れた。結局，縦断鉄道についていえば，漁液鉄逝はフラ

(ti 2) ，ゃ村義竹『—i’亥品命史研究』0) 第 2 釣こば， ンス，ロシアに支えられたベルギー・シンジケートから

蘭「fl[:l」,.:;芥荘斜直疇．り回）以連f,1,：□Jいて研究し の，奥液鉄道はアメリカ資本の華美合卵公司(American

::.節か虎□中ド氏も，政治(Iりな側面え屯視し，運 China Development Company)かちの借款によって敷

動へ口品怒］J]）かかわり方を分析 lてし、る。鉄適間起 設されることになった。

に俣］すら政冶的な祖I面について['.）研究はももろ Alfr要 ところが，合興公司による輿液鉄道の敷設は遅々とし

¥： } I)，v, 4りIl“̀＇n盆稿「閥南↓― 9わけろ紗、迅．利杵の回）［叉 て進まないまま，借款契約から 6年たった1904年になっ

叱飩」 （ビ，いた 'i：だ合 i1'名蘭 i•L1,1し『地賎文化研究』第 て，合興公司の株式がベルギー・シンジケートの手に買

4凸 ．lIilリ予定）・ヤ，＂い噂 f,'在・ }いなか t’ 1ヽ11片の鉄 い古められており，合興公司が，他国への借款権の移渡

逍伯笥，tiよ＇政箱立 '-9a',、て検討！て＇` ゾ'。 tた，中 を禁止した契約条項に違反している事実が判明した。こ

-t'ー，芥液鉄道が通過する-とになっていた竺省の中で，けJ{.I．，貨因},F t :'+： II'rし＇ー：j, }• -1、:印刷i：入’） r、t; -9 

~ 'ょかっ！。 まず湖南省から鉄道利権の回収を要求する店がおぎた。I I 9 9.1文 1 ろ~ I 力着了ャが

ぃ在ア，沖l,1v'バ，｝且経済I'（噌jLI9['1) 1）あけ，,.,•,u, 鉄道利権回収の要求は湖南のみにとどまらず，仝国に広

20111糸り切り[I'上;: t ;：, 1 ＼宣格行オ、~ （＇）成長度， ＇；，I）特fJ., i がった。全国的に利権回収要求が強まる中で，盛立懐は，

L 7; II彦1，覧ど、し・）つあっ 9バ叫1月と、＇）かかわり合し、を、を謁、 点批凱との権力争いも加わり，ついに全国の鉄道敷設を

!―ご］）アーしごあろ。 統轄していた鉄路総公司を解散するところまで追いこま

I 鉄直会社の設立

中国において、鉄適制度の舜人が本格的に論謡される

ようになるのは， 日泊戦争後のことであった。日清戦争

直後，洋務派系の官僚である張之洞，盛‘缶版を中心に鉄

道刷度のょi人が出期さか， 1898年に仝国の鉄道敷設を統

闊すべき i，のどして，上海に鉄路総公il]が院設された。

函仔者になったのは盛宜快でわる＾

性路総公司では，斑溝橋から武洪此漢から広少11を結

ふ，中［且を縦断する悧洩，児没仙）鉄道や， K社下流域の

都市を鈷ふ鉄道の敷設を』I宙1した。この鋏格総公げ］の限

設に始まる，泊朝政権の鉄逆政策のー・つの大きな特徴

は，敷没資金の大部分を外国からの借款に依存しようと

したことであるc 清朝政権が，こうした鉄道政策をとっ

に理理由は，大主かにいってつぎの 2点におった。一つ

れた。

ここに，帝国t義諸国から中国の鉄道利権を同収し，

各鉄造を中国人flらの手で敷設，連＇訪すべく，各省に鉄

道会社が組織されることになった（注 1)。1904年には四川

省に， 1905年には裳南省，浙江省に， 1906年には江癬省

にそれそれ鉄遁会社が設立されている。ただ，鉄道会社

の組織の仕方には相違があり，四川や雲南では地方官僚

が大きな役割をはたしたのに対し，浙江，江蘇では民間

にい算権があった。釈洩鉄道についても，広東省では民

常の，湖北省では宜営の鉄道会社が設立されるというよ

うに，省によって絆料形態が相違していた。湖南はその

中間の形態をとることになる。

湖南をはじめ，広東，湖北各省かちの利梼厠収要求に

おされ，湖広総督張之洞も回収交渉I•このり出し， 1905年

に応哭鉄追の利権はアメリカ資本の支配下から回収され

5 I 
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た。しかし，回収はしたものの，今後どのようにして丼

漢鉄道の敷設事業を進めてゆくのか，とりわけ敷設資金

の調達が大きな問題であった。利権の回収が決定する

と，湖南では，資金を集め鉄道敷設地を買収する目的で，

「奥漢鉄路縛款購地公司」が設立されに’が 2)。焉款購地

公］の特徴は，まず第 1に， 炉英鉄道和l権の回収を直接

伽之洞にはたらきかけた， ［先謙，脹祖同といった湖南

の有力な郷紳によって組織されたことである。第2に，

資金的には，その大部分を米や塩の流通に対する付加税

等の，税金形態の資金にたよろうとしたことである。

こうして，輿漢鉄道利権の回収後，最初の鉄道会社ら

しきものが組織された。しかし，利権回収の費用自体を，

イギリスからの借款にたよらねばならなかったのであ

1)，敷設資金の調達には困難が予想された。事実，張之

詞よ敷設資金もイギリスから借恢することを発議し，欝

款暉地公司の役員たちも，それに許同していた。しかし，

この叶面は，当時の全国的な利権回収風潮にも規定さ

れ，清朝中央が承認しなかったため，実現しなかった。

このため，張之洞は三省の郷紳の代表を武昌に集め，

勢漢鉄道の敷設方法について協譲した。その結果，次の

ようなことがとり決められた。回収費用としてイギリス

から借りた資金の返済を，湖南，広東それぞれ3'湖北

1の割合で負担すること，湖南省内線の一部を広東の負

担で敷設し，完工後25年以内に湖南が」事費を返済する

こと，レール等の鋼材は湮陽製鉄所から購入すること，

そして，今後の敷設事業は各省でそれそれ鉄道会社を設

立して進めるが，外国資本を入れず，たがいに侵害しな

いように資本を集めることである（注 3)。ここに，三省そ

れぞれに鉄道会社を組織し，それぞれの責任で愕漢鉄道

各省内線を完成させ，連結させることが決定されたわけ

である。

湖南では， 1906年に「商癬湖南全省鉄路総公司」とい

う，民営の鉄道会社を設立しようとする動きがあらわれ

た。先の鐙款購地公司と対比してみると，設立が計画さ

れたこの民営鉄道会社については，次のような特徴をあ

けることができる。まず設立を発議した人物が長沙商務

総会の役員たちだった点である。その一人陳文埠は，こ

の時，石炭の取引をおこなう会社を経営していた。また後

には，長沙で電灯会社の設立にも参加していも商辮総公

司の設立計画も，当時の産業振興風潮を反映していたと

いえよう。次に，商辮総公司は発起人である長沙商務総会

の役員をはじめ，民間から資本の勢集をおこなうことに

なっており，政府に設立を申清した時点で，すでに200万

ぅ2

元あまりの出資申し込みがあったといわれていた（注4)。

この 2点が，簿款購地公司が旧来の有力な郷紳によって

組織され，税金の形態で資金を集めようとしたのと相違

する主要な点である。全体として，簿款購地公司に比較

して，商塀総公司は清朝政権から自立的であろうとして

いたことがうかがわれる。

だが，この商射総公司の設立には，張之洞が反対した。

その理由について， 張之洞は， 200万元という出資申し

込みが疑わしいこと，あるいは勢漢鉄道利権の回収に協

力してきた王先謙ら有力な郷紳を無視することはできな

いことをあげている。しかし，根本的な理由は，他の産

業と異なる，鉄道制度導入の特殊な意義の認識にあっ

た。それは，鉄道の軍事的，政治的な意義であり，この

点から，張之洞は，鉄道敷設に関する基本的権限中国

家が常捏すべぎであるとしたのである直 5｝。こうした鉄

道の軍市的，政治的な意義づけと屈時に，先にもふれた

が，湖広総腎としての張之洞の関係からいえば，民間人

に鉄逍敷設間題をまかせることができない理由に，漢陽

製鉄所との関連で，湖北財政の維持ということもあった

のであろう。

張之洞の反対によって，長沙商務総会を中心にした，

「商塀湖南全省鉄路総公司」の結成計画は実現しなかっ

た。先に述べたように，各省でそれそれに鉄道会社を組

織することになっていたが，湖南では，結局，張之洞の

圧力で，民間の資本参加は認められるが，経背面では，

官僚の厳しい監督下におかれる「官柑商塀」という企業

形態で， 「湖南勢漢鉄路総公司」が設立された。このよ

うに，勢漢鉄道利権回収直後の，鉄道会社設立におい

て，長沙商務総会の役員たちを中心にした，民営鉄道会

社の設立計画は貫徹できなかった。しかし，だからとい

って，民営鉄道会社設立の動きが全く無意味だったわけ

ではない。張之洞にしても， 「湖南蒋漢鉄路総公司」の

組織にあたって，商孵総公司の発起人たちの存在を，全

く無視するわけにはいかなかった。

「湖南芥漢鉄路総公司」は，資本の勢恥額を3000万元

どし，その中で600万元を「優先股」とし，相当額の「優

先股」の募集が実現した時点で，投資者の団体である「股

東会」を開くことを予定していた。また武昌で三省の郷

紳代表を集めて開かれた会議の決定にあったように，外

国人の投資を認めていなかった（注 6)。そして，商猫総公

司結成のために，長沙商務総会が集めた資本は， 「湖南

灼知鉄路総公司」に移管されることになった。

， 心になって経~の後 「湖南勢漢鉄路総公n]]を 中



1979050055.TIF

営してゆくのは余肇康とし‘う人物であるが彼は、民間

からの資本募集による鉄道の敷設には，あまり積極的で

はなかったようで，張之洞が敷設資金としてイギリスか

ら借款しようとしたことに怜成した一人であるといわれ

ている。そして，これが，後に泊朝が外国f翡款の森入を

合理化しようとする場合1]）-／パ「）口実にな• 9 た。

鉄路総公司は，先のようにその規則で， 一応民間から

資本の募集をおこなうことになっていたが，実際には，

「投資者をないヵ丸しろにする政策を実行して」いたとい

われ，それに積極的ではなか-)た（注7)。したがって，商

塀総公司結成の叶画にあたって，長沙商務総云が集めた

資本もひきあげるものが多く，民間からの鉄道への投資

は進まなかった。

1908年，余嘔康は王先諌と連名で，鉄路総公丘Jし「）資金

上の基礎をかためるための方策を，湖広総骨陳菱龍と湖

南巡撫苓春萱に提案している。それは，具体的には，塩

の消費に対する課税である「塩斤口捐」徴収の実施であ

った。この方策1ま，ただ単に，鉄道敷設のための資金的

な裏づi] を得るということのみに目的があ—]たのではな

い。彼らは，衰金を「塩I汀 1捐」の実施にもとめる理由

の一つとして，敷設資金の不足が，ややもすれば投資者

が鉄路総公司を批判する場合の根拠になっていることを

あげてし‘る（打 8!。民間からの森本募集を積極的にすすめ

ようとしないことによる資金不足についての，投店者た

ちの非難をかわすことにも， I塩斤口捐」実胞の目的が

あったのである。

すでに述べた， 「齊漢鉄路駕款購地公司」においても

同様であったが，鉄道敷設のために，税金の形態に資金

をもとめることは， 「官督商射」という企業形態ととも

に，張之洞の意図したような，鉄道の官僚による掌握と

いう結果をもたらすことになるであろう。

こうした鉄道会社の経営のあり方には，鉄路総公司の

設立当初から，省内外で批判が生じていた。 1907年末に，

省外からは， L海に居住する湖南出身者や，湖南出身の

留日学生が，また省内からは，長沙の商界や教育界の代

表が，鉄道会社の完全な民営化を要求していた。

後に討しくふれるが，料漢鉄道利権回収り発ふ民営

鉄道会礼設立の要求の背景には， 20世紀初頭において顕

著にみられ始めていた，民族資本の形成があった。しか

し，鉄道利権の回収から，鉄道会社の設立までの過程に

おいて，鉄道問題に関する省内民族資本家の発言力はい

まだ弱かった。彼らの活動が活発になるのは， 19{)8年，

鉄道行政を管轄下においていた郵伝部が，敷設事業の進
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まない鉄道の国有化，外国借款の導人という方針を明ら

かにしてからであった。とりわけ，翌年の諮議局の開設

は，彼らの鉄道問題に関する役割，影響力を強めるうえ

で，屯要な意義をもった。

（注 1) いう主アもなく，合叫公，りの契約違反む判

明は，鉄道利権回収の要求が生じるうえでの，直接の

ぎっかけであって，鉄道利権の帝国主義諸国の支配か

らの回収要求が，全国的に，運動として展開し得た背

研か考えられねばなじ，ない。

固知のように， 201il紀初頭には，庄業振興の必要か

叫ばれ，地域的に限定される傾向はあったが，急速に

近代的な民族産業が芽ばえ，民族資本の形成がすすん

t:。堀川哲男氏は I民族意識J)翡揚」や， 「民杭花某

,｝）発展」を背閤どしてあげている (Iiり出「辛亥が命削

の利権回収運動」。一般的にはそうたといえるであろう

が，なお複雑な利権回収運動の実態をみる必要がある。

ごの点で，湖南省における鉄道利権回収運動や，同省

1,・:’'扱貼における磁梵 C))発達を研究した中村義氏0,‘り

II、い中国にわげる賓本主義発辻J)牡四，それに支えら

れた辛亥革命にかかわる政治勢力の結集のし方に関す

る指摘は貢要だと、思う（中村 前］掲書 97ページ）。

（注2) こc!)名称がらすれい， こい「会社」は鉛』五）

放，没全体を業務しすくしものでい団かったようである。

利権回収の決定，放設の開始という事態への，郷紳の

投機的な事業を感じさせる。

（注 3) 「オ湘蒋官紳会議修路公共条款摺」（『張文

別公全集』奏議66 光緒32年 1月13LI)。

（注 4) 当時，全国の産業，曲業上の主要都市に，

消朝政権の法律に裏づけられた団体として，商会が開

設されつつあった。その構成員，活動については，拙

梢「商会の設；f．」（『歴史学研究』 422号 1975年7月）

.. ，上海・漢LIり）面会を中心に検討している。中村義

氏は， この民営鉄心会社の設立要而は， 「民族フルン

ョアジー」，「民間商人層」に支えられたものとしてい

る（中村前掲書 103ページ）。

（注 5) 「/,fil路批僻窒凝難行応定為官督商辮J(『張

文瑣；公全集』奏議68 光緒32叶11月27日）。

（注 6) 『東方雑誌』第 4年第 5期 光緒33年。

（注 7) 絡鉄「泊1路紀事」（『辛亥革命』 4 中国近

代史資料叢刊 1957年）。

（注 8) 『政治 '1子報』光緒34’「6月2日。

う3



Ⅱ　鉄道資本の募集
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II 鉄道資本の勢集

1908年，盈；伝部は，各省の鉄道会社の経営が腐敗し，

資本の仇集i＿進展せず， したがって敷設丁屯着工へO)見

通しがたたないことを理由に，鉄直同有化，外国借款滴

人の方針をもって，各省の鉄直会社の調査を始めたへ 19,J

年， li,7月由に，湖南にも郵伝部調杏員脈j代の二 L ー：人

は伝わ→ていた。この鉄道間趙に1見lする郵仏部のカ；；；1に

対して，反対の行動を起こしたのは，即没鉄路総公叫の

経営者たちではなく，民間からの投資者たちであ、．＇た。

1908年7月，御拝総公日］の成立註両時から鉄道会社に

投臼していた責本家たちは，那伝部の外国借款尊人の姿

勢に反対し，鉄道公礼の民営化と＇臼本の功止を促進する

ために，長沙で大会を間＼・、た。大会には1(）（）（）人近い人ひ

とが参加したといわれるが，そし丁中には，翌年し＇）諮議／り］の

旧設にあたこて，議具に選ばれた，点延，苫］， り拿疫，それ

に商粕紛公―n]の戊立を中心にな→て』圃しだ陳如，'らが

含まれていにつ

1909年に諮議局が開設されると，外囚借款＃人への反

対運動，資本の募集活動はさらに活発に連められること

になった。同年オくから1910年初にかけて，鉄逍への民間

投資者を代表して， 1人り諮議局議員が外国伯款舜入｝J、

対のために北京：ご派氾されたc ?lil印省から (l)外国借款消

入反対運動が限聞する中で， 1910年初に、に沙で起ぎた

米騒動に憩いた清朝は，譲歩を余儀なくされ， 5年間に

敷設を完了すると 'i‘ う条件つぎで， 41サ的にしろ，民‘i::・

形態によるぢ漢鉄道湖南省内線の敷設を認めることにな

った。

外国（翡款憐入反対運動について，ここでは詳しくふれ

ないが，資本蒻翡活動の特徴とも関連するので，次の息

だけを指摘しておきたい。それは，外1.1-4偕款淋入の反対

という主張が，省内経済権益の自衛意識と緊密に結合し

ていたことである。外国借款丼人反対のための代表を派

追することについて，湖南諮議局が郵伝部と交渉してい

たころ，諮滋局議員の羅傑は，張之洞が図慄鉄道敷戌のた

めに， イギリス，フランス， ドイツの三国借款団との間

に結んだ借款仮契約が無効であることを主張していた。

その理由は，湖南と通過する鉄道にぐ）いて，借款契約と

給喜）であれは，当然「湖南人」がそのごL体になるへき

であるにもかかわらず， 「湖南人」 [)M、意を得ていない

呪約だということであったii1)ぐ湖南省内線に関する限

Iノ，その権利主体は「湖南入」であるという強い意識が

あっにのである。その反面では， 4人の民間投資者代表

の部伝部との文1歩の妥点が， とにかく借款団との借款契

ぅ4

約の対象として，湖南省内線を含めないことであったと

いわれるように住 2}，湖南省の鉄道利権の自衛が，何よ

りも優先する課題として考えられていたのである。

外国借款問題が表面化すると，湖南では，そうした泊

朝の鉄道政策に対してだけではなく，民間からの資本蒻

隼を積極的におこなおうとせず，このような市態の発牛

を許した鉄路総公ii]の経’悦者たちに対する非難も強まっ

た。そして，諮議局を中心に，鉄路総公司の完全な民党

化，民間資本の経集活動の促進，敷設工事の即時治Jこの

ための運動が展開されることになる。

泊朝の鉄道政策への反対運動とともに，鉄道会社の民

炉；化ゃ，敷設工事の着工を，実質的に可能にする条件

は，鉄追資本の充実である。 1908年7月に開かれた大会

では，外国借款の尊入に反対してゆくために，資本の充

実が「湖南人：l：」(/）「出任」として訴えられていた注3)。

この大会〉!1日だけでも， 9（）万元の投資応募があったとい

われるか，資本募集活動の促進において，重要な意義を

もったのは，何よりも翌年の諮議局の間設，そして諮議

J心による鉄追問題に関する決厳であった。

湖南諮議局の最初の決議は，鴇液鉄道省内線敷設に関

するものであ’'たといわれ，諮議局が鉄消問題になみな

みなら叫関心をもっていたことがうかがわれる。決議さ

れた内容は，鉄路総公I11の民党化，鉄道資本の窮集方法，

敷設r翡訃両の 3項Hからなっていた'it4)。資本の蘇街

方法にノー）いては， とりわけ詳しく定められており，具体

的には1(）瑣Hからなる力法が示されている。それを簡単

に整理すれば，白由な，意志に某づく投資半ば強制的な

投西，強制的な投資からなっている。

t1由な意志に甚づく投資については，具体的には，資

本蒻集の促進のための組織である「集股総会」を長沙に，

その分会を各州県に設けて，諮議）ふ地方自治組織，商

会，農会，教脊会等を通じてすすめることになっている。

このいわゆる「商股」については，すでに商塀総公,,-Jの

結成汁画時期から投資があった。諮議｝＂）は，さらに各稲

の民間団体を通じて，全省的に「商股」の麻梨を促進し

ようとしたのである。この「商股」の投資を担った社会

滸について詳しく検討し得る材料は無いが，全体的に，

当時の生まれたばかりの省内の民族虹本家，とりわけ鉱

業資本家との関連が深かったのではないかと思う。

当時，各省で産業振興策が実施され，また鉄道に限ら

ず，エ，鉱業の利権回収運動が盛んにすすめられていた。

その-一舟般的な状況について， 「中国人民J工業発達二熱

心ナル亦其政府二談ラズー業ヲ創ムルハー業J利権ヲ保
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持スルナリ， 9-株ノ勢 IJ二應ズルハー分 J利権ヲ恢復＇ス

ルナリト約、＇，田ヲ典，，費ヲ伯ケテ争ウ，ァ新式工場ヲ設

立／ケレバ剃式 I工場俄二所在二勃興セリ」とか｀ 「外

国人二帰セル諸如llハ其採掘中クルト否トニ論ナク一切

戸作ゲテ利権回収十！レ猛ヽKL夷二投ゼラレ了 IJ」といわ

れていだけ「 5)。在業に投貸し，民族荏業を発展させるこ

とこそか， とりもなおさず外国資本（「）准出を防ぐことに

なると考え凡れだ利惟阿収0)風潮が，仝国的に，広範に

肌開されていだ。

湖南も例外ではなかった。外国森本かちの鉱山利権の

回収を II的に， 19(1;¥年に湖南全省砿務総公］りが設けられ

てから，省附の地主や商人の鉱架投賣が盛んになってい

ヴだilIi。省内鉱業の発達にとご，て，輸送手段の改革は，

どりわけ爪要な条件であ.9fこc 料漢鉄道利権の回収が実

現する直前に，すでに，省内における鉄逍の敷設， 自‘i玲

が，鉱党の発逹にとってテコの役割をはたすものとして

忍識ざれ， 酎船鉄逍に対する支線の放没が、省内の紳暉

に上ィ，て提起されていたil.7)。

灼灼鉄道利権の回収を最初に提起したのは湖南の梁'I祖

下とし‘う人物であるが，彼は，‘り時，省内にアンチモニ

ー鉱山を経賞し，役にはに沙にア：チモニー精錬t場を

開いた若名な鉱業資本家であるり主た商術総公五］の結成

を提案した長沙商務総会役t~,1J l人陳文l在も｀鉱業に関

係してし、た。さらに，湖南諮議）日iには省内の鉱業買本家

も議艮として選ばれており，外国借款尊人反対(!)ために、

役貸者を代表して北東に派遺された 4人の議員の中で，

3人は鉱業貨．本家でもあ＇た。 tた，清朝の外国借款惇

人に反対する運批の中で，資本の勢隼活動を促進するた

めに結成された湘路協貸会には，「紳．廂，冷界の首脳」

どともに， ［」→.，鉱等¢)界の有力者」も参加してお i),

鉄道資本い—層の充実が期待されていた直 8 0 

ごうしてみると，このころ，湖南では鉱業を中心にした

民族産業の育成が沿Fされ，地士や商人の産業投資が始

まっていた。生主れたばかりの省内鉱業資本家にとって

鉄道の敷設権，運営権を炭失しがちな外国借款の森入を

排除し，咲漢鉄道湖南省内線の自常を実現することは，

鉱業の発達をもたらす，千コの役割をはたすものとして

希求されるところであったn そして，省内線の自営を実

質化するために，彼らは「商股Jとして鉄道への投資を

おこなって 1̀、とのであろう。

I 9(19年におげる諮議局の鉄道間題に関すろ決議は，ヽIi

時，形成されつつあった省内民族資本の要求を反映して

いた。こうした決議をおこなっただけでなく，諮議局は，

それまで鉄道間題に関して発言権の弱か 9うた民間投資者

の組織化にも努力した。諮議局の指森で， 1909年に「股

束会」結成の準備が始められ， 1五］年11月に正式に「股東

会」が結成された。 「股東会」の役貝選挙にあたって，

被選挙権は大口の投姿者に限定されていたが，選ばれた

役員の多くは諮議局議員であった(n.9)。諮議肋議員の中

には，もちろん鉄道への大口投資者もいたであろう。だ

が，股東会役貝の選拳において，諮議局議長の諒延闘を

はじめ，諮議屈議員が中心に選ばれたのは，主要には，

鉱業資本家をはじめとした，省内民族貸本家によって，

諮謡島が彼らの政治的代表機関としての役割をはたすべ

ぎものとして期待されていたからであろう。

省内民族資本家の鉄道への投貸は，特別有利な利益が

約束され，比較的大口の投貸であるいわゆる⑭憂先股」

を構成していた。自由な店：志に基づく投資，すなわち「商

股」には，それ以外に，ー株二「整股」の額 湖南の

場合は100元一ーに尚たない， Iトロの投資，すなわち「零

股」があった。諮議｝口）の鉄道問題に関する決議以後，こ

(/）「雰股」の投資も盛んになった。

この［零股」の募鉗には，とりわけ学生たちが活躍し

ていたようである。長沙の修業小学堂の教師や学生たち

は，成城社という糾織を結成して資本の募集活動をおこ

ない， 47()(）元を集めたといわれている。周氏女塾の学生

たちは，集股会に2000元余を納めている。また．経正学

堂の学生たちは，食費をきりつめて査本の森集に応じて

いる(iFl{））。自らには資力の無い学生たちは，外国借款反

対や鉄道への投資の宜伝活動をおこないながら，小日の

金を犯めて鉄道へ投演していたのであろう。

‘’i時の湖南における鉄道への投嚢の一般的な状況につ

いて、「湖南では19()9年末に鉄路集股会が成立して以来，

広範な人民が愛国の熱惰に刺激され，積極的に資本を集

めた 1 と表現されている。集股会や鉄路総公司には，か

なりの額の銅元や制銭の小額貨幣が納められていたとい

われ，諮議局の決議以後， 「零股」の投資が活発に進ん

でいたことがわかる（注11)。湖南に限らず，当時の中国全

体における，鉄道への投資の動機について， 「一時の義

憤に激せられ，衣食を節約し，質入れしたり借りたりし

て，つとめて股東の一分子にあずかろうとした」といわ

れ直12)，あるいは梁啓超は，「人びとは投資を愛国の義務

とし， ここに，婦女は飾り物をぬき，子供は菓子を節約

して，つぎつぎと投資し，遅れるごとを恐れるがごとく

である」と述，ミている1113）。ここからわかるように， と

くに「辱股」の投責の場合，投資による利益の追求とい

うことよりは，より強く民族意識の昂揚に動機づけられ

55 
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民放産業に投資し始めた地土や商人だけでなく，諮議

局の鉄道問題に関する決議，集股会等の資本募集組織の

結成を契機として，全省民的な規模で鉄道資本の募集活

動が進められようとしたわけであるが，ここに示した「零

股」の投資の進展は，民族資本家の投資を補う意義をも

って，鉄道資本を構成していた。

ところで，鉄道への投資が活発化するにおいて，民族

息識の昂揚がバネになっていたが，その民族意識は，外

囚借款導入反対運動に見られたように，資本の募集活動

においても，省の自治，目衛の意識と密接に結合してい

た。省内鉄道利権の自衛意識の喚起ふすでに1908年に

開かれた投資者たちの大会にも見られた。その後，湖南

が清朝政権の外国借款導入の方針に対して，反対にたち

あがった理由はついて，外国からの借款によって被害を

うけるよりは， 「おのおの私財をつくし，本省が努力し

て経営するにまかせて，ともに義務を担って危急存亡の

禍を免れる」べきだと，紳士，商民が考えたからだと，

当時の新聞はつたえているt汁1凡外国借款導入によって

生じる湖南の被害を免れるために，省民が鉄道への投資

を義務として担うべきだと若えられていたわけである。

事実，諮議局は，外国借款の＃入によ-〖てうける被害

の大きさと比較しつつ，省民の鉄道敷設に関する「負担

の義務」を正当化し，鉄道問題に関する決議にあった，鉄

道資本募集方法の実行を湖南巡撫に要請していた（注15)。

いわば，鉄道への投資が，省民としての「資任」，「義務」

とされ，省内の資本で勢漢鉄道省内線を敷設することこ

そが，外国借款の導入を防ぐことになると考えられてい

たのである。そして同時に，そこには，鉄道の軍事的，

政治的な意義を重視した，官僚による鉄遣支配を防ぐこ

とも意識されていたのであろう。

諮譲局の指導の下に，省内鉄道利権の自衛意識を喚起

しつつ進められた鉄道資本の募集活動は，すでに見てき

たように一定の成果をあげたことは事実である。しかし，

省内線の敷設に必要な資金額からいえば， 「商股」の募

集だけではきわめて不十分であった。このことは，当時，

諮議屈においても予測されていたのであろう。諮議局の

訊議：ょ，自由な意志にもとづく鉄道へC'）投資以外に，さ

まざまな資本調達方法をあげていた。それは，先に指摘

した上うに，半ば強制的な，あるいは強制的な資本調逹

方払であった。

半ば強制的におこなわれた資本調達方法と思われるも

のには，決議に示された表現にしたがえば， 「就事擬勧
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之股」，「薪資入股」などがあげられる。前者は，鉄道敷

設予定地の士地所有者に，その士地の売却代金を，ある

いは山林所有者や材木商に，枕木売買の利益を，そのま

ま鉄道査本として投資させようとするものである。省内

の辰州や永州の木商たちの中には，枕木売買の利益をそ

のまま投資することを願うものが多かったといわれるが

（注16)，それは「湖南人」としての「責任」，「義務」を盾

に，半ば強制的におこなわれたものと思われる。後者は，

学校の教職員や兵士に，月々の収入の 1割を鉄道資本と

して投資させようとするものである。

明確に強制力をともなっていた賓本調達方法にあたる

ものの／グ）が， 「租股」の実施であった。もっとも，「租

股」の実施は，諮議局の決議によ-:てはじめて提起され

たわけではない。 1908年に，長沙等の郷紳が湖広総督陳

菱龍と湖南巡撫寄春萱に， 「租股」の実施を要請してい

た。おそらく，これは1908年に開かれた投資たちの大会

における，敷設工事即時着工のための鉄道資本募集促進

の運動の開始と関係があったのであろう。

郷紳たちの要請によれば，これまで各州県では，災害時

にそなえるための「積穀」や，学校の建設にあたって，

「地代の収取額に応じて税を納めた」例があり，鉄道敷

成資本のためにも，すでに四川省等で実施されているや

り方にならって， 「租股」を実施したいということであ

った。具体的には，地代収取額50石につき 1石，それを

1元に換算して， 「租股」として鉄道に投資させようと

いうのである。そして， 「租股」の実施は， 「湖南人を

しておのおの義務を尽くさせ，共に湘路の利益を享受さ

せる」ものとされていた（注17)。森本の自由な意志に基づ

く投資においてだけでなく，強制的な投賓の促進におい

ても， 「湖南人」としての「義務」が喚起されているの

である。この時，「租股」の実施によって，紆年100万元

の資本がえられるものと予測されていた。

諮談局の決議は，この「租股」を「累進租股法」にあ

らためようとするものであった。すなわち，地代収取額

50石につき 1元を基準として， 100石から200石の間の場

合は， 50石につき 5角を加えるという具合である。この

方法を採用すれば，毎年300万元の「租股」がえられるも

のと，諮議局は見積っていた。「租股」は湖南だけでなく，

四川や丈南の鉄道会社でも実施しており，江蘇の鉄道会

社，および鉄道会社の民営化をすすめるために湖北省に

結成された，湖北鉄道協会もその実施を計画していた。

ところで， 「租股」は名目上は地代の収取者にわりあ

てることにされていたが，後に詳しくふれるが，実際に



Ⅲ　資本の内容
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は地粗負担者に対してわ l）かてられていたn

湖南では， 1909年の下半期の地租を納める季節である

「下I‘亡」から「租股＿］の徴収が実施され，さらに泊朝が

外国借款森人間題につし、て 4)か的に議出し，；丘本の森恥

が急がれる中で， 191(）年ク）「下忙」か，．｝「累進粗股払9

が実施された h :主さ主な資本調逹方法ci)1|1でも， 「ffl

股！の不足を補う，在味さ加年確実にえられる資本とし

て，諮滋J,］は「租戻．をとりわけ重視して＼、だ'「 l凡

もどもピ，最初に「租）『と＇の実施を捉案し、ど郷紳た九

も， それが「湖南人」の「義務」負担であることを強

調してし、_,_こ-． 「祖股j (I)実施を， ざらに恣議）い）が決函し

だことについて，胄時、 もともと「租股」の実地は省都

の悶に発議さか、巡桝の許可をえたも (T)であるが，現

在でぱ， 「加えるに各函員の認可がある。議員は各地）j

の人民が公袷 Iーたものでふ i］，化す人民の立とを仇NL

て後に，その負担を忍め、，・,はす7.―ある Iピ',IFI9．湖巾省

民の意志決定壊間、どしてe1), 諮設），りの決議cりh効件が強

凋されていだr こ0）よう｛こ，諮巌I99)は省民の意心を代}<

すろものとされ， 「祖股 Iの実他は，外［叶借款り）森、人に

反対し，省肉の賣本で＇丸漫鉄道省内線を敷設し，省内の

鉄道利権を自衛するための、省民の義務iHRど［て1「'i

化ざれてい，，だのでtnるr

さらに，強間的な投ほどして実行されたものに「房股l

がある。 「房i『ととは， 一定以fこの家賃収人のある家」

に強制した投沢むこどである＾ 「房股 1も，やはり泊朝

の一時的な浜歩によ--，て脊本の経北が急がれる中で，

1911年初か凡徴収が始められた。 「房股」は、まず，長

沙，湘淵，常徳等の都市で実施され，毎月 5元以上の家

賃収入をえるものに対して，毎年 1月分を鉄逍資本とし

て投衰するこどが強制された'ii20)0 

以上のように，諮設）』の鉄道問題に関する決品以後，

鉄道資本の券集が全省民的規模で進められようとした。

湖南省内に自らの力で鉄道を敷成することは，省内民族

資本家， どりわけ鉱業賽本家の希求するとごろであっ

た。諮識局の決議は，そのための鉄道資本の経集を，全

省民的な課題として提起したわけである。この決議以後，

省内鉄道利権の自衛意識と吸起しつ＇-,,鉄道査本の虹集

活動が進められにが，それは省内民族資本家たけでなく，

少なくとも都市の商人や学生らによって積極的に担われ

てい':）応また，それだけでなく， 「租股」，「元股」に

みられるように，全省民的な規模で鉄遁への投資が強制

ざオしようとしたのである。

（注 1) 『時報』 1909-412月241i。

研究ノ-ト - -『- -,  

(it 2) 「沼未豹憫鉄路的邸昧与湖南人尺的保路闘

争史れ「（畠11¥'l附史炉m』1959年2期）。

(/l :i) 「湖南保路湘動；行れ切輯」（『湖南歴史資料』

1958年4期）。

(it:4) 1,,J j-。

(/15) 東翡い］文，／：凋介編は一部『箱ー阿女那年汎，』

265, 289ページ。

(i「6) 楊 l川敬『乎亥州命前後湖南史1}』湖南人民

il！胤丈i[ 1958{I- 26l'i。

(il 7) 『東方雑，’＇|'， i第 1イIり15期 光緒30年。この

防期］：＇「糾囁」 J.,7八，：t「咋帥」と称され礼会肪0)解

明： t,,Ji場さな研先ート豆）課題てある。 ＇了れ it、中国社会の

支利 1,;1k構成！てし 't:郷帥罰か！＇，分化し， こい防期！ご

—’'し ;'□,'化 l始めた社会屈、とぢfてよしヽてあ巧う。

枇 11げ'ilいI, 「而帥」 し称さ jiるt1ー会肘（T)内‘右につ

し、，ヽ', 2(）世紀初如八 「地主・仰党fi4.'［＇i朗資本が

人刷こ民｝入的産閉行本」に，1v,it1, /）つある中て形成さ

，i :た f川！ l ̂ノ’,9し／ 1ア、／ー」てある，ししてし、る（『亨亥

り＇，命研究） i9位』 新 1佗史研究会 197711 46ヘーン）。

(― ;1 8 ) r民・，'．I一報』 19l l 11 7 月15i I。

( ,r '-J ) ( i 「3 ） ↓ アー 1, 9］ じ。

(i l l(｝） （礼 2)に 1njI. 0 

(；1 ] 1) 楊 11渇梃 前褐，I：162自。

(,i ]2) 『時報』 1911年5月1711。

(il l3) ,1̂: 7―'「外伯ヤ議J(『国風報』壌 1勺弟28期

宕紐 2i卜）。

(d 14) 『II肌犬時報』 1910年 5月281!。

(-｛．l 15) 『防報』 1909'1-12月17ll。

(，’l 16) （11: 3) tこI"]じ。

(/J 17) 同上。

(/l 18) 『時報』 1910年 9月15日。

(il 19) （註 3)に同じ。

（け20) 『II『卦i』19lJ{F1月2II。

m 資本の内容

嗚漢鉄道にかかわる湖南，湖北からの，鉄道会社の民

営化，外国借款尊人反対要求におされて，活朝は譲歩を

余偽なくされた。しかし，一方で，こうした清朝の姿勢に

対して，：：：：：国借款団にアメリカが加わった四国借款団か

らの，正式な借款契約締結の圧力も強まっていた。鉄道

問題を竹轄Fにおいていた郵伝部は，国内の外国借款芍

入反対の要求と，四国借款団の正式契約締結要求の間に

た、，て，ほとんど機能できない状態におちいっていた。
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しかし，外国借款の導入は，清朝政権の，そもそもの

鉄道制度導入の意義づけにかかわっていただけに，完全

に放棄されることはなかった。徐世昌が辞任した後，盛

守激が郵伝部尚書に就任するに及んで，考漠鉄道をはじ

め国内幹線鉄道の国有化外国借款の消入という鉄道政

策が明確にされた。

これに対して，各省で激しい鉄道1KIイ［化反対運動が展

開された。よく知られるように，四川省では国有化反対

運動は武装闘争にいたるまでに激化した。湖南における

国有化反対運動の特徴については，別に検討する機会が

あると思うので，ここではたち入らない。ただ，四川に

しろ湖南にしろ，運動は国有化そのものではなく，それ

まで省内で集められてきた鉄道資本の処理のし方をめぐ

って、展開したことだけを指摘しておきたい。

ここで問題にしたいのは，先に述べてきた諮議局を中

心にすすめられた，資本蒻集活動によって集められた鉄

追資本の内容である。というのは，幹線鉄道の国有化，

外国借款の導入という，鉄道の軍事的，政治的意義づけ

からくる，清朝政権の鉄道政策に対する，反対運動のあ

り方を規定する条件として，集められた鉄道資本の総額

と，その内容も重要だと考えるからである。

当時，各省で集められた鉄道資本は，一般的に次のよ

うな内容によって構成されていたといわれている（注 1)。

,1「1及先股」，R「零股」， （3，「米塩厘金股」， ④「公利

股」，R「彩票股」，⑥「田賦股」である c この中で，①

と2の性格については，すでにふれるところがあった。

;-3)は，その名称のとおり米や塩の流通に対する税収入を

鉄道資本にあてようというもので，徴収した地方の「公

股」とされ，配分される利益はその地方の公益の用に供

された。④は，銀元，銅元といった貨幣鋳造，その他の

官営事業の収益を鉄道に投資するもので，配分される利

益は省の公益事業に供された？彩栗とは、一種の宝くじ

で， 15_は，賞金の半分について，現金の代わりに鉄道株

式が支給されたものをしう。 (6は，すでにふれるところ

のあった「租股」のことである。

民族産業が発達していた東南沿海諸省，とりわけ江浙

両省の鉄道会社では，自由な意志に基づく投資，すなわ

ちここに示した①や②の占める割合が高く，経済発展の

比較的遅れていた諸省では，それ以外に，強制された投

資あるいは税金の形態による資本があったといわれて

いる（注2)。もちろん，これは相対的な差違であって，前

者においてもすべてが自由な意志に基づく投資だったわ

けではない。
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第 1表 湖南における鉄道資本
．．ー
項目

•., 商 股＇租股房股米捐塩捐
記載 、＼

二百数十
『民立報J
1911年5/j 

ガ元
四百令万元 I 

『時報』 1 
26 LJ 

1911年7)l 百五十万 百砂JIA]外 1 口二十五
1311 

両有奇 ガ余両

噂町［偽い百万両左右 四心加l

・『；ミ；稿』R]百五十万両1九十万両1 -

(ft) ① 「聟朋湘路股款情形分別捐理摺」（『愚齋

存稿』郵部奏疏下 宜統 3年7月）。

(．2) 「寄武冒苓宮保瑞制if欽州計は大lh成都趙

制軍広州張制軍長沙余中承」（愚硝イ（：稿』電

報62 宜統3年 8月10II)。

湖南において集められた鉄道資本は，先の 6項目の中

で，①，（2，③，⑥,それに「房股」によって構成されて

いた。先に述べてきたように，華美合興公司からの齊漢

鉄道利権の回収以来，湖南でも鉄道資本の募集活動が進

められてきたわけであるが，ここで，国有化政策が決定

されるまでに，湖南省内でどの程度の鉄道資本が集めら

れ，その内容がどのように構成されていたかを明らかに

してみたいと思う。ただ，当時，鉄道貸本は厳密に集計

されていたわけではないので， n:確な数字を明らかにす

ることはできない。したがって，当時の新聞紙上の記事，

あるいは国布化政策を実行しようとした盛宜懐の指摘か

ら，おおよそのところを推計してみるほかはない。

私が調べた限りの材料をまとめると，第 1表のように

なる。

この表の中で，資本総額が推測し得るのは， 『時報』

の記事と， 『愚齋存稿』の①である。両者は，資本の内

容に多少の相違があるが，資本総額は5(}()万両程度と考え

てよかろう。

次に，責本を構成している各項Hの額が問題になる。

まず「商股」は，大部分の資料が一致しているように，

150万両前後と考えてよかろう。 「租股」， 「房股」の額

は， 『民立報』の記事と， 『時報』および『愚齋存稿』

の②ではかなりの差がある。 「房股」は1911年初から実

施されており， 『民立報』や『時報』の記載額中に占め

る「房股」の額は微々たるもので，大部分は「租股」で

あったと考えてよい。そこで．「租股」は， 1909年の「下

忙」から実施され， 1910&J=.の「下忙」から「累進租股法」
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にあらためられたが， 1~08年に「租股」の実胞が要品さ

れた時， 1年聞に集め得ると見積られた額は， 7（）｝］両あ

るいは100万元とされ， 「累進租股法」の場合， 3（）（）ーカ元

と見積られていた。これらの見積 1）からすれは， 『民立

報』にかされたような額が＿止められたとしても不思議で

: ；、なし、^ しがし，見柏 I)はたく主でも『，芍的な予測であ

って，実隙の額であったとはいえない。むし丸，短期間

内に全省的に「租肢」の徴収を実施することは困難であ

ったろうし， また後にふれるが， 「租股」の実J地にはか

なりの抵抗があったようであるから， 『時報』や『愚応

存脳』の(92が示すような額が実状に近かったといえる (1)

ではなかろうか。そして残りの250万拘罰後か，米や塩(/)

流通・泊悦に対する付加税とし、うことになる。

先に，染められた貨本の総額を 51X)万r,1,j程疫と推測し

た。ところで，湖南品泌1,]は， 1909'!ーに鉄道tHl芯に1関す

る決議をおこなった時， 和漢銑道省I)、］線リ）敷ぶこ必要な

資本総額を， 25(）（），応叶']'度に見れい，てし，た。 こり）兄偵り

で実際に敷成か吋能てあど~＇たか否かは別にして， li4fi 化

政策が決出s'_;れる土てに打内で止められた鉄追立1立）給

額は， これにはるかに及ばなかった0)である。

さらに注目しなけれはならないのは，直本り）内容でよ）

る。省民の自由な愁志で投立された「商股JO.）,'は本総

額に古める店lj合は311(）otiiii役でしかなく、それ以外り）も 0)

が71)％前後を占めて＼、るのてある。こうした鉄逍資本(},)

状態は、 11J打化I:ij心を＼／）： 9)て，式装脚争どいッ激しい

運動を）長1Jijした［叫川省(()鉄道査本においても 1IIJ様て［

り， 「官民購II支」ど lー一~／i どれる， 自由な慈志に凡/)< 
投資は，資本総額中に2(）％弱の割合しか占め文いない

噂 3）。も‘仁ろん，先に入れたように，経済er)発1投度によ

って，鉄迅虹本加内容ば各省で異なってし、るつ東南沿悔

諸省に比粒すれは，：胡南や四川の経済発展は遅れており，

両省の臥道会t1しり負本内容の分析たけで':日時の鉄道資

本における 1商股I'「)'l』合の低さを一般化することはで

きない。

「商股」は，先の分類にしたがえば，「侵先股」と「常

股」から成っている。 「優先股」は、これまでに述べて

きたように，省内の民族資本家によー，て投資されていた。

彼らは省内の民族産業の発達にテコの役割をはたすもの

として，鉄道の自賞の実現に期待していた。「零股」ー一

湖南の場合は 5 元-—ーは， 「中産以下の各階級の遊金」

を吸収しようとしたもので， 「種々の愛国，噸利といっ

た廿言」を用いて募集されたといわれる直4)。省内の民

族資本家と違って，鉄道に投演することにtる直接的，
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間接的な利益が，さほど期待しえなかった「苓股」負担

屈に対しては，経済的な利益とは別な，投資への動機づ

けが必要であったc それが，愛国意識や，省内鉄道利権

の自衛意識の喚起であった。省内民族衰本家による「俊

先股」の投資，また学生を中心にした「零股」の幕隼が，

諮議りの指導の下に一定の成果をあげたことは事実であ

る。しかしながら， 30％という比率が示すように，資本

総額に占める「商股」の割合の低さは歴然としていた。

l租股」もやはり，省内鉄道利権の自衛のための，省

民の義務負担として実行された。 「租股」は，江蘇省や

湖北省でも実施されようとしたが，実際にかなりの金額

が恥められたのは，四川，湖南，虞南の各省だったよう

である。湖南では， 「租股」の直本総額に占める割合は

2(）％杯度だが，四川の場合はきわめて裔 <,70％近くに

逹している。四川で知められた「租股」は， 950万両に

およんでいるが，湖南に比較してその額が多い理由は，

9し施がはやかったこど，地代収取額に対する「租股J:f-'l 

担キが祁いこと，それに米 l石の銀への換算額がはるか

に贔いごとによると考えられる。

表むざ， 租股」は， 「この租穀は，均しく収租の家

ょi1抽す」と，地代収取者から， 1年間の地代収取額に

対して，一定の1,,ij合で徴収されることになっていた直 5心

湖南ては，年間地代収取額の 2%，四川では 3％の割合

である。しかも，四川では， ［租股」の負担は年間地代

収取額10石以上のものに限られ，一般の農民の負担にな

らない上りに配lせされていたかのようである 0

ところが， 「租股」はまた「田賦股」とも表現され，

工南では「撮捐」と称されていたように，実際は地代収

取者に位担が限定されているわけではなかった。湖南で

も， 「租股」は地租納入時に同時に納めるものとされ，

贔初に「租股」の実施が提案された時，年間70万両ある

いは100万元と見積られた額は，省内の地租をもとに推計

されていたは 6)。

ここで，もう少し詳しく「租股J徴収の実態をさぐっ

てみたいと思うが，湖南については適当な材料がない。

ただ， 「租股」の実施にあたって，湖南が手本にしよう

とした四川の実施方法については，詳しくふれた研究が

あるので（注 7)，それも参考にしながら， 「租股」徴収の

実態をみておきたい。

印 II省では，年間地代収取額10石以上のものが， 「租

股」を負担することになっており。 10石の場合，その 3

％，すなわち 3斗が「租股」として徴収されることにな

っていた。ところがある県では，地代収取額が10石以上

ぅ9
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ある農家を、地租負担 l'¥-以上の農家と見なし，「租股」 しえないが，民国に入って， 「租股」の徴収を継続する

をわりあてていた。地租 1斗を負担している農家では， にあたって， 「累進租股法」は放棄されねばならなかっ

3斗を「租股」として納めることになり，この県では米 たし，またその後，支線敷設のために「租股」の徴収を

1石を銀 3両に換算していキこから， 9銭(/)「祖股」負担 継続しようとしたことに対し， 「各地方の人民はだれも

ということになる。これは農民にとって，きわめて重い が反対」したといわれるような状況に遭遇せねばならな

負担にな，ー，たといわねばならない。なお，この県では， かった（注11)。

地租 1斗を負担する農民の士地所有規模は， 20畝前後だ 湖南における鉄道資本を構成していたものとして，最

ったようである。 後に「米捐」， 「塩捐」がある。これは，正確には， 「賑

四｝IIでは、 「租股」の実施に必要な毎年の地代収取額 露米捐」と「塩斤口柏」である。前者は，蒋漢鉄道利権

の査定や， 「租股」の実施業務は，各県の県城にいる郷 の回収資金も兼ねて，篇款購地公司が組織された時に，

紳を中心におこなわれることになっており汁8), 湖南で 鉄道資金への融通が要請されたものである。その名称が

も，各州県の郷紳の役割が重視されていた。四川では， 示すように，これは災害時にそなえるための税金であっ

「租股」負担の対象となる，最低の地代収取額である10 た。後者は，すでにふれるところがあったが，鉄路総公

石と V→額を，いくらの地租に適用するか，主た米 1石 ，，Jの経営者たちが，鉄道敷設資金の確保のためと，民間

を銀何II1,)に協算するかとい）たことは，各県で異なって 投資者の非難をかわすために，実施を要請した塩の消貨

いたようであるが，郷紳の実際の仕事は，各県の実状に 税である。このころ，各省とも財政上の理由から，塩税

即して， 「租股」徴収上のこうした業務を遂行すること をしばしば付加しており，湖南でも1901年に毎斤4文を

にあったのであろう。 付加し， 1908年にはごの「口拍J4文と，同年のうちに

彼らは，現存する権力浅横と一体となり， 「祖股」の さらに 4文を付加している。

負担を喪民に強制してVた。四川では， lrflllせ」の納入 「米捐」，「塩捐」はいずれも明確な税金であり，諮議

が遅れた農民には，郷紳より州県官に請うて追及させる 局が設立され，その指導の下に鉄道資本の募集活動が始

ことができるように規定されており（注9)，実際の納入過 められる以前に，鉄道資金にあてることが要請されてい

程においても，県当局が地租の納入に先んして、「租股」 たものである。国有化政策が決定された時点で，鉄道資

の納入を強要し， 「租股」の徴収を確実なものにしてい 本の内容をみると，こうした税金形態による資本が50%

た。湖南でも， 「租股」は，地租納入と 1日時に納めるも 前後を占めているのである。

のとされていたから，実状は同じであったろう。 （注 1) 謝彬『中国鉄道史』（中華書局 1929年12

農民にとって， 「租股」の負担は地租の付加税と，実 月刊） 23-24頁。

質的にはかわらなかった。当時，各省とも外偵返済，ぁ Cft2) 芦龍威「論消末的鉄路風潮」（『歴史研究〗

るいは「新政」遂行の財源として，さまざまな付加税， 1964年2期）。

雑税を農民に課していた。農民にとっては， 「租股」：負 （注 3) 「寄武昌吝宮保瑞菱軍菱州端大臣成都趙制

担は実質的にはその一種でしかなかった。諮議局は，こ

うした地租付力暉iとかわらない「租股」を，省内鉄道利

権の自衛という名目で， 「商股」の不足を補うために，

義務負担として農民に強制しようとしたわけである。

「租股「が，農民たちにとっては，まったく利益を期待

できない「投資」であり，地租付加税とかわらなかった

がゆえに，「租股」徴収の実施は，農民たちの抵抗をひき

おこした。互南省では， 1908年に集められた「租股」は，

予測されに額の 3分の 2でしかなく，翌年には 3分の 1

に減り，翌々年にはさらに減少した。そこで諮議局では，

地租 1石につき 5両という「租股」徴収の基準を， 2両

にひき下けねばならなかった＇江 10)。湖南では，この時期

の「租股」負担に対する農民の対応をあらわす材料を示

60 

軍広州張制軍長沙余中丞」（『愚齋存稿』電報62 宵統

3年8月10日）。

（注4) 謝彬 曲掲書 23頁。

（注 5) 「．III fir鉄路按租抽栽詳紐立程」（『東方雑，i』

第2年第7期光緒31年）。

（注 6) 「湖南保路運動資料初輯」（『湖南歴史資料』

1958年4期）。

（注7) 西川」j}く「四川保路連動」（『東洋文化研究

)＇!［紀要』第 45ttll)。

（注 8) （注 5)に同じ。

（注 9) 同上。

（注10) 『時報』 1911年6月8ll。

（注11) 『民立報』 1913年4月15日。
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を困難ならしめた。反面， ［租股」および「＊拍」，「塩

捐」とい -Jた，実質的な税金，あるいは令くの税金形態

最後に，以 L：こ述へてきたこどを整理しておこう。湖 による資本の割合が高いことは，結局，鉄道の敷設をめ

怜jにおける鉄道の敷政，自‘謡ぱ，形成されつつあった省 ぐって，当時の清朝政権への依仔を不可避ならしめた。

内民族貨本の希求するところであ 'jた。そのために必要 もっとも，たからといって，このことは清朝政権の鉄

な鋏道資本の勢集は，諮設局の指屯a)―いこすすめられた。 道国有化政策をめぐる矛盾が解消したことを、意味してい

そ(/)臼本募集活動に見られた特徴として指摘できること るわけではない。この点は別に詳しく論じられねばなら

は，省内鉄道利権の日衛が全省民的な課祖として提起さ ないが，清朝政権は鉄消の国有化政策を貰徹しうる能力

れ，民間からの資本の経化がおこなわれただけでなく， をすでに喪失していた。沿朝が国有化政策の決定を強行

投頁の強制的なわりあてさえも実行されたことである。 した後，間題の中心は各省で集められてきた鉄道資本の

省の自衛意識を喚起しつつすすめられた鉄道責本の募虹 処理の仕）jに移行した。ところが，消朝は，各省の満足

活動が，一定の成果をあけたことは事実であ 9]た。 しうる処理方法を実行する財政的能力を欠いていた。鉄

だが，湖南における鉄道の敷設，自党をめさす運動は， 道西本の処理をめぐる，消朝の首尾一貰しない方針は，

集められた鉄道資本の総額はもと上り，その臼本の内容 剛槌川漢鉄道にかかわる各省の，消朝に対する不•1石，

：こしぅて限）!もげられてし、た。資本総額に占める「商股」 が，約をつのらせる結果になった。

し「）＇，り］合(/)低さは，省内民族資本家に，自らが土体となっ (/ム品大学財J-f•)

て， 目らの立図にそ・って鉄直の敷，没巾棠をすすめること

6I 
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